
 
様式１  申請に対する処分（審査基準・標準処理期限の設定）について  

容器検査  
 

所管所属  消防チーム 
根拠条文  
 高圧ガス保安法第４８条第５項  

経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合におい
て、その条件に従って高圧ガスを充てんするときは、第１項、第２項及び第４項
の規定は適用しない。  

 
  高圧ガス保安法施行令第１８条（都道府県が処理する事務）  
 ２ 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものと

する。  
  三 内容積５００リットル以下の容器に関する法第４４条第１項（同項の指定

に係る部分を除く。）、第４５序湯第１項及び第２項、第４８条第５項、第５
４条第１項及び第２項並びに第５６条第１項及び第２項に規定する事務  

   （鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。）  
 
審査基準  
 １（法律上の規定による基準）  
  なし  
 
 
 ２（審査基準）  
 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について  
 （平成１９・０６・１８原院第２号）  
  容器保安規則第２３条関係  

特別充てん許可信施にあっては、当該容器が特別充てんしても安全であるこ
とを確認するための資料を提出せしめることとし、耐圧試験を行う必要の時期
については、原則として本規則第２４条によるものとする。  

   なお、特別充てん許可は、法第４９条の容器検査所の登録を受けた者が行う
容器再検査と同等以上の検査に合格していない容器には与えない。  
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